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  １．開  会 

○事務局（阿部課長） それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第２

回北海道環境審議会地球温暖化対策部会を開会します。 

 気候変動対策課長の阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、所属委員と専門委員、全１１名のうち１０名の委員の方にご出席をいただいて

おり、規則に定めます定足数を満たしていることをご報告いたします。 

 なお、中村委員につきましては、スケジュールの都合により、途中からオンライン参加

ということで伺っているところでございます。 

 それでは、開会に当たりまして、気候変動対策担当局長の竹本よりご挨拶申し上げます。

○事務局（竹本局長） 担当局長の竹本でございます。 

 大変お忙しい中、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 先日、閉会されましたＣＯＰ２６でございますけれども、これまでの目標である産業革

命前から２度以下を目標としてさらに１．５度まで抑える努力というパリ協定の目標から

若干進展いたしまして、１．５度に抑える努力を追求していくという成果文書が採択され

まして、必要に応じて２０３０年までの各国の削減目標を再検討しようということが決め

られたと聞いております。 

 道の目標値や条例などにつきましては、前回ご議論いただきまして、また、次回の部会

で、国での検討の状況も踏まえましてご議論いただくこととしております。 

 本日は、前回、予定スケジュールでお示しいたしましたけれども、令和２年度における

地球温暖化対策推進計画の措置状況や施策の実施状況につきまして、先月の２６日に諮問

を行いましたので、その中身についてのご審議をお願いしたいと思っております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局（阿部課長） 続きまして、資料の確認になります。 

 お手元の次第の下のほうに四角囲みで書いてありますが、本日は、資料が１と２、参考

資料が１から３となってございます。 

 配付漏れなど、不都合な点がございましたら、事務局までお申しつけいただけますよう

よろしくお願いいたします。 

 次に、オンライン開催の留意事項などについて改めて申し上げます。 

 回線容量を圧迫せず、スムーズな会議進行とするため、ご発言されない場合につきまし

ては、マイク、ビデオをオフにしていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 また、ご発言の際には、手を挙げるボタンを押していただくか、発言の申出をしていた

だきまして、部会長の発言許可を得た後にご発言をいただけますよう、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、ここからの議事進行につきましては、藤井部会長にお願いしたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 
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  ２．議  事 

○藤井部会長 皆さん、こんにちは。 

 部会長の藤井でございます。 

 冒頭に話そうと思ったことは竹本局長に全て言われてしまいましたが、１．５度という

のは自然科学的には当然目指すべきものですけれども、社会的には、今後、ほとんど排出

が許容されないというレベルの削減を求められます。今までこの１年、ひいひい言って計

画を立ててきましたが、今後はこれ以上のものが求められるということは頭の片隅以上に

置いておく必要があると思います。ですから、今後はますます大変だということです。逆

に言うと、それぐらい気候変動、地球温暖化を今まで野放しにしてきたということでもあ

りますので、一層の努力が必要であることは間違いないということです。 

 ということで、部会は今年度も引き続きありますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 早速、本日の議事に入りたいと思いますが、１番目は、令和２年度（２０２０年度）に

おける北海道地球温暖化対策推進計画に基づく措置及び施策の実施状況についてです。 

 本件については、毎年、北海道地球温暖化対策推進計画に基づく施策等の実施状況にお

いて、道の自主点検結果を踏まえて審議を行っていました。 

 １０月２５日の第１回部会で道から諮問がありましたので、本日は、事務局が取りまと

めた点検結果報告書（案）の内容について審議を行い、答申の内容を取りまとめたいと思

います。 

 それでは、早速ですが、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局（市川課長補佐） 気候変動対策課の市川でございます。 

 私から、温室効果ガスの排出量についてということでご説明をさせていただきたいと思

います。 

 お手元の資料ですけれども、まず、資料１が点検結果報告書の概要の案となっておりま

して、資料２が報告書本体の案、そして、参考資料１として点検結果報告書の参考資料を

まとめております。昨年までの報告書では、この参考資料も報告書本体の中に入れていた

のですけれども、今年度は報告書本体を別冊の参考資料ということで抜き出しをさせてい

ただいております。 

 まず、資料１の概要に沿ってご説明をさせていただきたいと思います。 

 北海道地球温暖化対策推進計画に基づく令和２年度の施策等の実施状況に係る道の点検

結果報告書（概要）となっております。 

 この策定の趣旨及び目的ですが、北海道地球温暖化防止対策条例の第９条では、第８条

に規定する北海道地球温暖化対策推進計画に基づく地球温暖化対策の実施状況を明らかに

した報告書を毎年作成し、公表するというふうに規定しておりまして、その規定に基づい

て策定しているのが本報告書となっております。 

 続きまして、温室効果ガス排出量及び二酸化炭素吸収量の状況等ということになるので
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すけれども、（１）の点線の枠囲いの中に、今年度の報告書の例年とはちょっと異なって

いる事項というか、ここで変更があった事項についてここに記載をさせていただいており

ます。 

 この報告書における温室効果ガスの排出量は、本年の１０月末日時点で入手可能な統計

などから必要なデータを推計しまして、２０１８年度の温室効果ガスの予測値を算出しま

して、速報値という形で掲載させていただいております。 

 また、今年度については、可能な限り直近の排出量を把握しまして、道の各種施策等へ

反映させるため、新たな手法によりまして概算の推計というものを検討させていただいて

おります。その検討によって、２０１９年度の排出量の概算値を算出しまして、推計値と

いう形でこの報告書には記載をさせていただいております。 

 この予測値、推計値については、確定に必要な国の統計等が全て公表されますのが対象

年度の約４年後になるのですけれども、その時点で全ての数値がそろった段階で再度算定

を行いまして、確定値という形で排出量を公表する予定となっております。 

 今年度の報告書については、本道の温室効果ガス排出量の算定に用いている国の統計デ

ータのうち、総合エネルギー統計及び都道府県別のエネルギー消費統計が過去に遡って改

定をされましたため、当該遡及改定の値を用いまして再算定を行っております。 

 そのほか、家庭部門ですけれども、これまでのトレンドを基に推計しております項目に

おいて、国勢調査などによる最新の傾向などを考慮しまして、ここの部分についても過去

に遡って補正を行っております。そのため、産業部門、業務その他部門、家庭部門、エネ

ルギー転換部門におきましては、これまでとは異なった数値となっておりますことをご了

承いただきたいと思います。 

 この遡及改定によります影響ですけれども、前計画である第２次計画の基準年度であり

ます１９９０年度の排出量が、６，５８２万トンから７，２０５万トンということで、６

２３万トン増えております。そして、現計画である第３次計画の基準年度であります２０

１３年度の排出量の値が、７，３４５万トンから７，３６９万トンということで、２４万

トン増えております。 

 そして、前回の部会で委員の皆様にご相談をさせていただきました家庭部門の排出量に

ついて、これまで消費者協会さんのアンケート結果を基にして推計を行っていたところに、

環境省でも類似するようなアンケートを行っているので、そういったデータも織り込んだ

形で算出してはどうかというご相談をさせていただいていました。ただ、消費者協会さん

とも中身のご相談をさせていただいたのですが、やはり、ちょっと異なったアンケートと

いうことで、その結果に傾向の違いなども見られますので、もう少し検討が必要と考え、

今年度につきましては、従前どおり消費者協会さんのデータを使用させていただきまして、

家庭部門の数値の算定を行っております。 

 以上が例年の報告書からの変更点となります。 

 そして、実際の排出値のお話になるのですけれども、①は２０１８年度の速報値の状況
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になります。 

 ２０１８年度における本道の温室効果ガスの排出量は６，９９３万トンとなっておりま

す。これは、第２次計画の基準年度である１９９０年度と比べまして２．９％の減少、そ

して、第３次計画の基準年度である２０１３年度と比べまして５．１％の減少であり、さ

らに、前年度になる２０１７年度に比べまして１％減少していることになっております。 

 二つ目の丸ですが、ここに排出量の増加と書いていますが、減少の間違いでございます。

この排出量減少の要因としましては、電力排出係数が下がっておりまして、また、産業部

門及び業務その他部門においてエネルギー消費量が減少しております。 

 そして、厳冬期と言われる２月の後半から、ちょっと早いタイミングから暖気が入りま

して、家庭部門における１世帯当たりの灯油の使用量も減少しているといった要因が考え

られるところでございます。 

 そして、２０１９年度推計値の状況になります。 

 ２０１９年度の本道の温室効果ガスの排出量は６，７３４万トンとなる見込みです。こ

の数値は、１９９０年度と比べまして６．５％の減少、２０１３年度と比べまして８．６％

の減少、２０１８年度と比べて３．７％の減少となる見込みです。 

 概要の次のページをご覧ください。 

 続きまして、二酸化炭素吸収量になります。 

 まず、２０１８年度の状況ですが、２０１８年度における本道の二酸化炭素吸収量は９

５４万トンとなっております。森林吸収量については８５３万トン、農地土壌の部分で言

うと８６万トン、都市緑化については１６万トンの吸収ということで、都市緑化に関して

言えば横ばいで推移をしている状況になっております。 

 ２０１９年度の状況ですが、２０１９年度における二酸化炭素吸収量は８４２万トンと

なっております。この数字は、前年度と比べまして、森林吸収量は１．５％減少で、農地

土壌の吸収量は１３万トンの排出に転じております。都市緑化については、横ばいで、同

じく１６万トンという結果になっております。 

 そして、（３）は、これらの数値の削減目標との比較です。 

 第２次推進計画の目標は２０２０年度に基準年から７％削減することという目標として

おりまして、２０１８年度の排出量は２．９％減となっております。そして、２０１９年

度の排出量は６．５％減となる見込みでありまして、目標に向けた削減の傾向が見られて

いる状況にございます。 

 第３次推進計画の削減目標については、２０３０年度に基準年比で３５％の削減として

おりまして、２０１８年度の排出量については１８％減となっております。２０１９年度

の排出量は２０％減となる見込みでして、削減目標の達成に向けては、さらなる排出削減

や吸収源の確保の取組を推進していくことが必要という状況になってございます。 

 （４）は、部門別の二酸化炭素排出状況になります。 

 これは、産業部門からの排出量が最も多く、次に、家庭部門、運輸部門、業務その他部
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門となっておりまして、この４部門で全体の９割を占めているという傾向は例年と変わっ

ておりません。 

 各部門の排出量の推移を見ますと、近年は各部門ともおおむね横ばいとなっているので

すけれども、１９９０年度と比較しますと、産業部門を除いた各部門において排出量が増

加しております。これは、電化が促進されたことによって電力排出係数の増減が排出量に

与える影響が大きくなっていることや、乗用車の登録台数の増加に伴う自動車を起因とす

る燃料消費量の増加といったものが要因と考えております。 

 一方、第３次計画における基準年の２０１３年度と比較しますと、エネルギー起源の二

酸化炭素のうち、運輸部門を除く各部門で排出量が減少しております。これは、電力排出

係数が２０１３年度よりも２０１８年度のほうが減少しているほかに、省エネ設備などの

導入促進に伴い、また、灯油から電気やガスなどに切り替える世帯も増加しているといっ

た要因が考えられます。 

 ２０１８年度は、前年度と比較すると、工業プロセス部門と廃棄物部門は微増となって

おりますが、その他の部門においては排出量が減少している状況になります。 

 ２０１９年度につきましては、前年度と比較すると家庭部門と工業プロセス部門は微増

となる見込みですが、その他の部門においては排出量が減少する見込みとなっております。 

 全国との比較になりますが、家庭部門、運輸部門の割合は高い一方、業務その他部門の

割合が低いという傾向は例年どおりになります。 

 次に、関連指標等の進捗ですけれども、２０１８年度における業務床面積当たりの業務

部門エネルギー消費量が２．５ＧＪ／㎡となっておりまして、目標であります３．３ＧＪ

／㎡を達成している状況にございます。 

 また、基準年と比較して灯油や重油などの使用量が減少する一方で、電力の使用量が増

加傾向にありますことから、オフィスの電化などが促進されていると考えております。 

 次に、家庭部門における１人当たりのエネルギー消費量は減少しておりまして、省エネ

設備の導入が促進されまして、灯油から電気、ガスに切り替える世帯が増加していたり、

冬の暖気の影響などによって灯油の消費量が減少したといった影響と考えております。 

 発電分野における新エネルギーの導入量は増加しておりまして、目標値を上回るペース

で導入が進んでいる状況でございます。 

 補完データになりますが、次世代自動車の保有台数は増加しておりますほか、家庭用燃

料電池、エネファームの導入台数も増加しているといった状況になってございます。 

 温室効果ガスの排出量の状況については、以上です。 

○藤井部会長 ありがとうございます。 

 ここまでの事務局のご説明でご意見等がございましたら、挙手をいただき、私が指名さ

せていただいてからご発言をお願いいたします。 

 どなたか、今のご説明に対してご質問等はございますか。 

○山野井専門委員 排出量自体は、推計値ではありますけれども、２０１９年に向けて、
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急に少なくなっているので、理由が分からないところもあるのですが、いいかなというふ

うに思います。 

 ちょっと話題は変わりますけれども、２ページのところで、吸収源の推移及び２０３０

年度の目標値が示されておりますが、以前から吸収量が下がるということが話題になって

おりまして、特に森林の部分について、逆に農地はこの表では増えていますけれども、森

林の部分の吸収量が下がるということです。 

 これは、私どもの専門分野ですから、その後、いろいろ調べさせていただきましたとこ

ろ、やはり下がるものは下がるというのが結論です。 

 そして、下がる原因は、主として、現在ある森林、戦後に植林した森林は平均的には６

０年ぐらいの樹齢のものが多く、林業の世界では切りどきで、ちょうど今切って使えばい

いぐらいという樹齢になっています。実は、そのくらいの樹齢の森林はＣＯ２を一番吸収す

るというふうに言われておりまして、この後、同じ面積の森林が維持されていたとしても、

特に人工林については吸収量が急激に低下していくということです。例えば５年、１０年

という世界で２０３０年を迎えますけれども、それに向けて、ここで示しているように、

このテーブルの値はちょっと極端かと思いますが、減るというふうに推測されています。 

 そこで、国の値ですね。特に林野庁をベースに出てきたものですけれども、それについ

ても確認を取りましたが、当然、同じように、ある程度案分した値で推移するという予測

が出ています。ある意味では、森林の樹齢の構成の変化に若返りのプロセスが間に合って

いないということが今後続くということです。 

 また、特に人工林が吸収のよりどころになるのですけれども、人工林については、例え

ば、森林整備を進めてという文言がそこにも書いてありますが、森林整備が進んでいない

かと言えば、そんなことはなくて、吸収源対策の評価になるような森林の面積はかなり維

持されていて、逆にちょっとずつ増やしていけているということですから、施策的に事業

が届いていないかといえば、必ずしもそんなことはなくて、それでも樹齢の変化に追いつ

けなくて、トータルの森林の吸収量が減っているのが現状だと思います。 

 前回から話題になっていたので、私のほうでもいろいろ調べてみて、補足しておきたい

と思います。 

○藤井部会長 ありがとうございます。 

 事務局からよろしいですか。 

○事務局（市川課長補佐） ありがとうございます。 

 本来、我々のほうでご説明をしなければいけない内容を、今、山野井専門委員に補足を

していただいたと思っております。 

○藤井部会長 それは、何か書き換えるようなことはしますか。説明として書いてありま

すか。 

○事務局（市川課長補佐） 報告書の中に、そこまでの詳しいことは書いてありません。 

○山野井専門委員 ここに書いてあることが特に間違いということもないし、このとおり
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ですけれども、前回の本部会でも、ほかの委員の先生から、どうして減るのかみたいな話

が散々されたので、そういう面も含めて認識を共有した上でこの文書が成り立っていると

思うのです。文書自身はそれに沿っていると思うので、問題はないと思います。 

 あとは、国の施策もそういう形で減るということを前提に今後は成り立っていくと思う

ので、その辺も認識しておくべきだと思います。 

○藤井部会長 専門委員からのご見地でいろいろとお調べもいただいて、どうもありがと

うございます。 

 事務局から何かありますか。 

○事務局（市川課長補佐） 今、山野井専門委員もおっしゃっていただいたとおり、この

記載で特段誤り等はないというふうに言っていただいておりますので、事務局としては特

段の修正等は行わなくてよいかと考えております。 

○藤井部会長 山野井専門委員、よろしいですね。 

○山野井専門委員 いいと思います。この記載自体には特に問題ないと思います。 

○藤井部会長 どうもありがとうございます。 

 そのほかにございますか。 

○宮森専門委員 今、ご説明いただいた３ページの中ほどの家庭部門における人口１人当

たりのエネルギー消費量は減少となっていますが、以前の北海道経済産業局のデータに、

家庭で使われるエネルギーは全国に比べて約１．５倍と出ています。それは２０１４年の

データなのですけれども、本編の２ページを見ると、１人当たりの排出量が１．３倍にな

っているということから、家庭部門における１人当たりのエネルギー消費量も、全国に比

べて、以前は１．５倍だったのですが、１．３倍になっていると理解してよろしいでしょ

うか。 

○事務局（市川課長補佐） ありがとうございます。 

 本編の２ページで示させていただいております１人当たりの温室効果ガス排出量という

のは、道と国における排出量全体を道民総数と国の全国民の総数で割り返した値となって

おりまして、国に対して道の数字は１．３倍となっている状況です。 

 経済産業省のほうでお出しになっている数字は、部門ごとに切り出したもので割り返し

ていると、また数字は変わる可能性があるかもしれないですけれども、私どものほうで示

させていただいている１．３倍というのは、全排出量から割り返している数字です。 

○宮森専門委員 経済産業省の２０１４年のデータは、出典が住環境計画研究所の家庭用

エネルギーハンドブック２０１４年版となっています。よく私が説明するときに、北海道

は全国と比べて家庭のエネルギーが約１．５倍と言っていたのですが、これは減っている

のかなと思いましてお伺いしたのです。 

  

○事務局（市川課長補佐） 家庭部門の排出量になりますと、本編の１０ページに家庭部

門における二酸化炭素の排出量の数字を図１２で出しております。 



 - 8 - 

 ２０１７年度、２０１８年度、２０１９年度はほぼ横ばいになっている状況ではあるの

ですけれども、２０１３年度という新しい計画の基準年度から比べると減少はしている状

況になってございます。 

○宮森専門委員 そうすると、１．５倍から１．３倍にはなっていないかもしれないと理

解していいのですか。難しいですね。 

○事務局（市川課長補佐） すみません。その数字自体は今は計算していないので、どれ

ぐらいというのはお示しすることが難しいです。 

○宮森専門委員 後で分かりましたら、教えていただけるとありがたいです。よろしくお

願いいたします。 

○事務局（市川課長補佐） 承知いたしました。 

○藤井部会長 全部込みで道民１人当たりの排出量が全国の１．３倍という説明をよくす

ると思いますけれども、家庭に限ると１．３倍よりちょっと割高というか、多いのではな

いかと想像します。 

 ただ、北海道の暖房需要がどんどん減って、本州で冷房需要が上がるので、光熱費のと

ころはその差が少し縮まるということで、それは努力というよりは気候変動の部分もある

かもしれません。これは、数字を見て言っているのではなくて、日頃のデータの感触で申

しております。 

 ついでに出ましたけれども、図１２です。この右側の全国というのは比率ですね。 

○事務局（市川課長補佐） これは、量が同じという意味ではなくて、比率でお示しして

いるものになります。 

○藤井部会長 こういうところの量も同じにすると、ちょっと都合が悪いわけですよね。 

○事務局（市川課長補佐） これは、家庭部門の排出量全体になるので、国は桁が全然違

うことになってしまいます。 

○藤井部会長 そういうことですね。平均とかで議論できないということですね。分かり

ました。 

 ほかにございますか。 

 この後のご説明にも類似した内容がありますので、またそこで概要のところに戻っても

よろしいかと思いますが、これについてはよろしいですか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○藤井部会長 それでは、引き続き、事務局からご説明お願いします。 

○事務局（吉澤主査） 気候変動対策課の吉澤と申します。 

 私から、概要版の４ページの３、重点施策別の対策・施策の実施状況評価についてご説

明させていただきたいと思います。 

 まず、報告書に誤りがありましたので、昨日、メールを送らせていただきました。 

 内容としましては、本文の１７ページのキッズＩＳＯ１４０００プログラム事業で、今

後の方向が更新されておりませんでしたので、そちらを新たに更新させていただきました。 
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 もう１点は、２７ページの真ん中辺りに（２）関連指標及び補完データ等というところ

がありまして、こちらの令和２年度の認定件数に誤りがあり、正しくは１３５という数字

になっておりましたので、こちらも修正させていただきました。 

 概要に戻りたいと思います。 

 重点施策別の対策・施策の実施状況の評価ですけれども、こちらにつきましては、推進

計画のほうで三つの重点施策を設けており、①から③に分けて記載させていただいており

ます。 

 ①の低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換ということで、こちらの対策・

施策の実施状況ですが、道で条例を設けておりまして、事業者へ温室効果ガスの計画書の

提出と実績報告書の提出を義務づけておりまして、こちらを取りまとめて公表しておりま

す。 

 続けて、道内の環境教育ということで、道内の小・中学校におきまして、環境教育プロ

グラムのキッズＩＳＯ１４０００プログラムを実施しております。 

 フロン排出抑制法につきましては、法に基づいた適正管理を促すために立入検査を実施

しておりまして、現場において指導などを行っております。そのほか、北海道フロン類適

正管理推進会議という会議体を持っておりまして、そちらで関係団体の方々と課題の共有

や情報交換を行うなどして、法律の推進に努めております。 

 次のページですが、水素社会の実現ということで、ＦＣＶやエネファームの普及促進、

普及啓発を実施するなどして、道民の皆様の理解促進を図っております。 

 このような取組を行いまして、その対策・施策の評価になるのですが、イの対策・施策

の評価で抜粋になるのですが、道民や企業について啓発が必要ということで、引き続き企

業においては条例に基づく実績報告書の提出や、省エネ、新エネの設備を導入するため、

情報提供を行ったりといった取組などの促進を図ることが必要とさせていただいておりま

す。 

 フロンにつきましては、引き続き関係団体のご協力を得まして法制度の周知を図るなど、

普及啓発に努めて促進していくほか、工事現場などへの立入検査を行いまして、適正管理

がされているかなどの指導を行ってまいりたいと思っております。 

 次に、次世代自動車の件になりますが、さらに導入を進めるため、電気自動車とかプラ

グインハイブリッドの充電設備の整備といった基盤整備の促進が必要だろうというふうに

させていただいております。 

 こういう形で、低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイルへの転換をまとめさせてい

ただきました。 

 次に、②の地域の特性を生かした環境に優しいエネルギーの導入等になります。 

 こちらの対策・施策の実施状況ですが、省エネとか新エネの導入促進を図るために情報

提供を行ってまいりました。 

 続きまして、一つ飛びまして、北海道らしい住宅ということで、「北方型住宅２０２０」
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というものを新設して、「北方型住宅２０２０」のほかに、「きた住まいる制度」という

取組も推進しておりまして、技術講習会などを開催しております。こちらの対策・施策と

いう評価になるのですけれども、省エネ、新エネの設備のさらなる導入促進が必要という

ことと、引き続き省エネ、新エネの設備の導入に関わる情報提供などをして推進していく

ことが重要というふうにさせていただいております。 

 次のページに行きまして、建築物になるのですけれども、北海道の風土に根差した住宅

ということで、「北海道型住宅」の取組を推進するということと、「きた住まいる制度」

の普及を今後も続けていくことが必要というふうにまとめさせていただいております。 

 バイオマスの利活用につきましては、促進するため、地域特性に応じた利活用を推進し

ていくことが必要という形でまとめさせていただきました。 

 ③の二酸化炭素吸収源としての森林の整備・保全等の推進ですが、対策・施策の実施状

況につきましては、森林環境譲与税を活用しました森林の整備や木材の利用などを円滑に

実施できるように、市町村職員を対象とした研修会の開催に取り組んでおります。 

 続きまして、一つ飛ばさせていただきまして、発電用の木質バイオマスにつきまして、

安定供給の体制を構築する目的で、林地未利用材の、集荷、搬出拠点の実証結果に基づき

まして普及啓発などに取り組んでおります。また、木質バイオマスの熱利用の拡大という

ことで、家庭用ペレットストーブの展示などの普及啓発を実施しております。 

 こちらの対策・施策の評価になりますけれども、まず、森林環境譲与税を活用した取組

を今後も促進していくことが必要とさせていただいております。 

 続きまして、森林づくりに関する情報提供を続けていきまして、道民や企業などによる

森林づくりを進めていくことが今後も重要だとさせていただいております。 

 木質バイオマスエネルギーにつきましては、林地未利用材の安定供給の体制の構築を続

けていくことに併せまして、木質バイオマスのペレットなどの利用拡大を促進していくこ

とが必要だとさせていただいております。 

 都市緑化につきましては、市町村と連携して取組を進めるなどして、緑地の保全、創出

という視点から取り組むことが必要という形でまとめさせていただきました。 

 続きまして、４の道内の取組状況につきまして、本編と参考資料で詳細を取りまとめて

おりますけれども、その代表的なものにつきまして概要版で報告させていただいておりま

す。こちらの一部を取りまとめてご紹介させていただきたいと思います。 

 （１）の市町村の取組状況につきましては、法律におきまして、全市町村に対して地方

公共団体実行計画の事務事業編の策定の義務が設けられており、こちらの計画につきまし

ては、道内の１５８の市町村が策定しております。 

 同じ法律におきまして、地方公共団体実行計画（区域施策編）については、策定が義務

づけられているところは、道内では札幌市、函館市、旭川市となっておりまして、この３

市を含めまして、全部で２１の市町村で策定し、温室効果ガスの削減に取り組んでおりま

す。 
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 次の丸になりますけれども、市町村の公共施設において省エネの設備が導入されており

ます。 

 次のページに行きまして、市町村ではクールビズやウォームビズといった普及啓発など

を行っております。 

 次の丸になりますけれども、住民などに対して省エネの工事への補助やＬＥＤの導入、

木質ペレットストーブなどの省エネ、新エネに関連する補助制度を設けて支援を行ってお

ります。 

 個別の市町村としましては、環境モデル都市として、帯広市、下川町、ニセコ町が環境

モデル都市に選定されておりまして、温室効果ガスの削減について高い目標を掲げて取組

を実施しております。また、下川町は環境未来都市に選定されておりまして、併せて地域

の活性化に向けた取組も行われております。 

 次に、ＳＤＧｓ未来都市につきましては、札幌市、ニセコ町、下川町、上士幌町町が選

定されておりまして、バイオマス産業都市につきましては、道内では３６の市町村が選定

されており、バイオマス産業を軸として取組を進めております。 

 ２０５０年のゼロカーボンシティ宣言につきましては、道内では２１の市町村が表明し

ている状況でございます。 

 次に、（２）の事業者、ＮＰＯなどの取組状況につきましてご紹介させていただきたい

と思います。 

 住民参加型の植樹活動や木質バイオマス発電の排熱を利用したイチゴ栽培、温泉排熱を

利用したヒートポンプの導入など、北海道らしい取組が事業者で行われております。 

 あとは、温対法に基づきまして設置されている地球温暖化対策地域協議会におきまして

は、イベントなどを通じまして、地域住民を対象に普及啓発事業を行っている状況でござ

います。 

 以上で、概要版の説明を終わらせていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○藤井部会長 ありがとうございます。 

 今のご説明に対して、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。 

○中津川委員 今まで、こういう書きぶりをしてきたのかどうか分からないのですけれど

も、重点施策別の対策の実施状況評価となっているのですが、私としては評価と取れない

のです。評価というのは、よかったとか悪かったという話が出てくると思うのですけれど

も、いろいろと羅列をしていながら、結局、いいのか、悪いのかがよく分からないのです。

そういうことを言わないと、今後どうするのかというのが見えない気がするのですが、こ

れはこういう書き方しかないのですか。 

○藤井部会長 昨年度までも同様にこういう点検結果の報告を行ってきましたけれども、

今回、特別に斬新に変えたということではないですね。ですから、例年こういう書きぶり

であるのですけれども、今のご意見も踏まえて、今後、変えていく必要があるかどうかと
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いうことですね。 

 事務局から、今の中津川委員のご指摘に対して何かございますか。 

○事務局（市川課長補佐） 概要版につきましては、おっしゃるとおり、対策・施策の評

価ということで、何々を図っていくことが必要だといった書きぶりになっていますが、本

編をご覧いただきますと、例えば１５ページで、道民や事業者などの温暖化防止行動の促

進という中で、主な事業の実施状況で、それぞれ個別に取り組んでいる事項の進捗状況や

課題、今後の方向性をそれぞれ取りまとめております。 

 また、その次の段で、これだと１９ページまで飛んでしまうのですけれども、関連指標

や補足データといった事業者の取組状況、また関連指標の数字を勘案して、最終的な実施

状況の評価ということで、これらを踏まえた形でこういうことをやっていかなければいけ

ない、こういうことが必要だという評価をしております。 

 毎年度、このようなつくりで報告書をまとめさせていただいております。 

○中津川委員 ですから、概要にも、羅列ではなくて、いわゆる評価という文言が入った

ほうがいいと思います。 

 要するに、今、全てにおいて取組はまだまだ足りなくて、こういうことをやるべきだと

いう理解でいいのですか。ものによっては結構進んでいる取組もあると思いますが、評価

としてはまだまだ足りないというふうに取ればよろしいのですか。 

○事務局（市川課長補佐） おっしゃるとおり、この取組についてはもう十分だという評

価はここには書いておりません。そういったものについては、それぞれの事業の進捗状況

や今後の方向という中で整理をしていっておりまして、これからやっていかなければいけ

ない必要なものを評価の中で記載している状況でございます。 

○藤井部会長 どうもありがとうございます。 

 ほかにございますか。 

○武野委員 これは前計画に基づいているので、新しい計画の論議の中で出たことが反映

されている訳ではないですが、道民の行動変容が欠かせないというのが脱炭素社会を目指

す中で大きな要素です。それは個人としての道民も、いろいろな事業団体の活動でもそう

だと思います。 

 そうしますと、概要版の４ページの一番下に低炭素型ライフスタイル・ビジネススタイ

ルの転換とありますが、本編の１７ページと照合すると、キッズＩＳＯ１４０００プログ

ラムとありますね。この参加者は小・中学生１９６名ですが、これで道民の低炭素型ライ

フスタイル転換の教育部門と言えるのか。モデル的にやったということであれば、この後

はどう展開するのかにつながっていかないと、効果がないのではないかと思います。 

 本編の３０ページの４．１．５の環境に配慮する人づくりの促進というところを見まし

ても、行動変容につながるような事業が見当たらないです。前計画とはいえ、行動変容に

関わる部分の評価すべきものが残念ながら見当たらないというのが私の評価です。 

○藤井部会長 それは、コメントでしょうか。 
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○武野委員 コメントですけれども、ほかにもっとあるのであれば教えていただきたいで

す。 

○藤井部会長 どういたしましょうか。 

 随所にありますね。１８人というところもありました。 

 今、事務局でメモをしておられますけれども、ご回答はありますか。 

○事務局（市川課長補佐） 人づくりという部分については、確かに第３次計画の策定の

ときには随分とご意見もいただき、ご議論もさせていただいたところになっております。

そういったご助言などに基づきまして、今後、事業組みはしていかなければいけないと思

っていますし、関係部局とも連携を図りながら、人づくりに資するような事業を増やして

いきたいと考えております。 

○事務局（竹本局長） 道民の取組の促進ということで、書き方が悪いのですけれども、

決してキッズＩＳＯだけをやっているわけではなくて、例えば本編の２９ページです。（１）

の環境財団が行うもののＲ２の主な取組・進捗状況のところにも書いてございますけれど

も、我々は北海道地球温暖化防止活動推進員を委嘱しておりまして、この方々に道内各地

で講演をしていただいたり、セミナーをしていただいたりしています。昨年はコロナの影

響で若干少なくなっておりますけれども、１００件単位で道内各地で教育をしていただい

ております。いろいろ散らばっておりますが、決してキッズＩＳＯだけではないところが

うまく表現されていなくて申し訳ありません。今年度も、そういうことはやっていかなけ

ればならないということで、新しい計画の下、行動変容のナッジの理論を活用した事業な

どを進めております。今後、いろいろと取組を拡大していかなければならないと考えてお

ります。 

○藤井部会長 どうもありがとうございます。 

 続けて、経済連合会の小林委員からお願いします。 

○小林（良）委員 今の中津川委員と武野委員と同じような内容になってしまうのですが、

拝見していると、評価になっていないのです。ＰＤＣＡの中のプラン・ドゥで終わってい

るのだと思うのです。次のＣのチェックがないので、やったことに対してきちんとチェッ

クをして、評価をした上で、これはプラスの評価とマイナスの評価があると思うのですけ

れども、次の施策展開につないでいくという流れになっていなくて、ドゥで終わっている

印象がすごくあります。Ｃのチェックがないと、本当に次の施策が正しいのかどうかとい

うところにつなげていけないと思います。 

 この報告書を読んでも、そのＣの部分がどうしても読み取れないのですが、そこは極め

て重要なところだと思うので、ぜひ事務局でもその辺をご検討いただけないかと思います。 

○藤井部会長 事務局、よろしいですか。 

 去年までと同じつくりで、今年、複数の委員からこういうご意見が出ております。私も

去年までのものをちゃんと見返しているわけではないですが、強弱のつけ方の問題もある

のかなと思いました。 
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 一つはフロンの扱いですが、今まで、フロンを減らしたことによる効果があったかどう

かという議論をどこかでしたことがありましたが、要は、今回、二酸化炭素以外の温室効

果ガスの評価があまりされていなくて、二酸化炭素も独自で（２）などと書いてあるので

すけれども、その後に対策のほうでフロンのことを書いてあったりというつくりになって

いるのは、前からそうだったかなと思っていました。 

 いずれにしても、複数の委員からこういうご意見が出たのは事実ですので、もう一回、

組み直してみる必要はあろうかと思います。 

 また、二酸化炭素以外の温室効果についてですけれども、まさにＣＯＰ２６でメタンに

ついてアメリカと中国で議論がされたりしていますが、今回の表を見ると、一酸化二窒素

が増えたり減ったりという評価のしにくい排出になっています。こういうところは、なぜ

そうなったかという原因を精査すれば、かなり対策がしやすい感じもします。 

 フロンに関しては、増えていることは増えているのだけれども、９０年比では大幅に減

っていますね。そこは努力の跡があるのではないかと思うのですが、そういうところはも

う一回組み直して考えるとよろしいかと思います。 

 私が気になるのは、今、こういうご議論をいただいて、次にどうフィードバックするか

ということですが、その件についてはまた後で考えたいと思います。 

 ほかに、概要全体についてでもいいですが、いかがですか。 

○栗田専門委員 私も気になったところがありまして、ほかの委員の皆様と同様の発言で

すけれども、概要の５ページの対策の丸の下から二つ目のエコドライブの推進と交通安全

というところで、継続的に推進することが必要とあります。 

 そして、本編の２２ページの講習会の参加人数ですけれども、年々減っているのです。

最初の平成２８年は少ないとしても、その後、平成２９年は増えているけれども、昨年は、

札幌市内だけで２５人ということです。エコドライブ講習会自体の魅力とか、ＣＯＯＬ Ｃ

ＨＯＩＣＥのサイトでも、法人や個人でこんな工夫をしてくださいというＰＤＣＡのやり

方などを説明されているのですが、この数字の少なさというのは、多分、ネガティブな評

価になると思ったのです。 

 これに対しては、必ず継続していくということだと、ちょっとぼんやりしているのでは

ないかと思います。 

 もう少し分解して、周知なのか、エコドライブの推進は本当に一般の道民に対して重要

度があるのかというところを改めて考えられたらいいなと思って拝見しておりました。 

 札幌で２５人ですけれども、令和元年は、四つの地域で４２人だったのです。１地域に

１０人程度しか参加していなかったということになると思うのですけれども、ここら辺も、

なぜこうなっているのかという詳細を把握して継続するという文言になっていったのかと

いうところも教えていただきたいと思いました。 

○事務局（市川課長補佐） エコドライブの講習会ですけれども、実際の講習会の中には、

エコドライブを実践していただくといったカリキュラムも含まれておりまして、１回の参



 - 15 - 

加人数が限られてしまうという内容になっているところから、１回の開催が１０名という

形で開催している状況になっております。 

 令和２年度につきましては、コロナの影響がございまして、どのような形で開催してい

くか、また、開催に協力していただけるようなところとの調整も難しかったというところ

もあります。 

 やはり、エコドライブの推進という中で、コロナ禍でどのようなやり方ができるかとい

う検討の中で、実車の講習を行わない形というもので試してやったのが、昨年度という形

になっておりまして、例年に比べて参加人数が低いということになっております。 

○藤井部会長 栗田委員、よろしいですか。 

○栗田専門委員 漫然とやらないで、もっと効果的な違った方法がないのかと思っていた

のですけれども、それが文章の中に入ってくるといいなと思っておりましたが、コロナ禍

で大変だったと思います。 

 例えば、エコドライブの実践ツールで、自分の燃費の削減を知るというものが加えられ

たということもあるので、そういったツールを使用しなかったとしても、皆さんに周知さ

せるというのも一つの方法かなと思いました。 

○藤井部会長 ほかにございますか。 

○山野井専門委員 例えば、概要編だったら２ページの下のグラフがいいと思うのですけ

れども、今年のレポートに関しては、２０１９年の推定値が入っているので特に思うので

すが、これまであまり減らせずにきたものが２０１９年に減るというようなグラフをここ

でお示しになっています。基礎データが足りていないのでというのもありますが、減ると

いう見込みで、こういうグラフになっているのだと思います。 

 一方で、北海道の場合は、２０１８年の後半に地震があって、それから、来年になった

ら２０２０年の数値が上がってくると思うのですが、今度は、コロナの影響があって、ち

またでは排出量７％くらいに相当するようなことがささやかれていますけれども、そうい

ったものもあります。明らかに、地震の影響で発電所が止まったみたいなことがあって、

特に電化が進んでいることによって変換係数が少なくて済むようになることが、今目指し

ている電化を中心としたエネルギー社会の中では非常に重要になってくると思うのです。

例えば、北海道の大きな石炭火力が止まって、そこの構成が変わっていくとか、コロナに

よって産業自体が停滞させられて排出量が減っていくというのが、この後のグラフに表わ

れると思うのです。 

 来年のことはいいのですけれども、今年、２０１９年の推計値で出すという方針は非常

によかったと思うのですが、そこだけ特異に減っているというグラフが示されたときに、

何も言及しないで、このまま出ていっていいのかと思います。原因が少しでも突き止めら

れているのだったら、どこかに書き加えていただいたほうが、この変化を誤解しないで済

むというか、実感できるというか、そういうことになるのではないかと思います。 

○事務局（市川課長補佐） 今年度、初めて推計値という形で出しているものになるので
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すけれども、本編の１３ページにエネルギー使用量の経年変化という形でグラフを出して

います。これは、図１７で、産業部門、民生部門、運輸部門という３部門にはなるのです

けれども、エネルギー使用量の推移と電力排出係数の推移をグラフで示していますが、こ

の３部門に関するエネルギー使用量は少なくなっていっていますし、電力の排出係数の数

字も落ちていっているといった傾向が見て取れます。実際に２０１９年の推計値のとおり

の数値になるかというと、あくまでも概算による推計になりますので、データがそろって

いく中で数字は動いていくことにはなるのですが、減少傾向になるのではないかと思って

おります。 

 また、２０１８年につきましては、例年どおりの速報値というレベルまでのデータがそ

ろっておりますので、要因についても記載をしているところです。２０１９年に関しまし

ては、関連する指標や統計などから推測している数値が多いものですから、要因をどこま

で書き込めるかが非常に難しく、あくまでも概算による推計ということで、数字を中心に

見込み量という形で記載させていただいております。 

○山野井専門委員 ２０１９年については、推測なので、それでいいのですけれども、２

０１８年９月にブラックアウトがあって、その後、産業的な問題もいろいろありましたね。

予測で評価するのは非常に難しいかもしれないですけれども、何もないのか、あるのか、

長期の減少傾向だけでこれが説明できるのかというところが、私自身も分からないし、グ

ラフとデータを見ていても表れてこないので分からないのですが、その辺について、正直

なところ、どうなのですか。 

○事務局（市川課長補佐） ブラックアウトの影響が年間のＣＯ２排出量にどれだけ影響を

与えたかというのは、おっしゃるとおり、非常に難しいところかと思います。語弊がある

かもしれませんが２０１８年は大きな出来事がありましたので、そこは可能な範囲で書き

加えたいと思いますが、少し検討させていただいて、またお示しさせていただければと思

います。 

○山野井専門委員 分かりました。どうもありがとうございます。 

○藤井部会長 マインドとしては、確定して、ちゃんと書けるようになったら記載すると

いうのがよろしいと思います。２０１９年度についても数年後には確定して検証できると

思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかにございますか。 

○中津川委員 先ほどの評価のところですが、今、北海道のホームページを見ますと、政

策評価のところで、温暖化の推進と環境に配慮する人づくりというものが評価されていま

すので、そういうものと連動して何か出せないのでしょうか。 

 要するに、今の取組がいいのか、悪いのかですね。それが全然見えないためにいろいろ

な方から意見が出てきたと思うのです。ほかのところではありますが、政策評価を受けて

いるので、それでどういう見解が示されているかということを示せば、そんなに手間はか

からないという気がするのです。 



 - 17 - 

 これは、環境生活部から調書が出ていますので、どなたか分かっていると思います。 

○事務局（市川課長補佐） 私どもの評価は、この計画の上位に当たる環境基本計画とい

うものがございますし、さらに上位計画となる北海道総合計画の中でやっている政策評価

との連動は基本的には取れていると考えていますので、それらの評価と整合が取れるよう

な書きぶりになっているかどうか、もう一度、確認してみたいと思います。 

○中津川委員 そうですね。見た感じでは現状と課題もしっかり書かれているので、それ

と連動して、いいのか、悪いのかは分からないではなくて、そういう指摘を中に盛り込ん

だほうがいいのではないかと思いました。 

○事務局（竹本局長） 皆さんのご指摘は、評価のところの文章に違和感があって、何と

かについて推進が必要ですというだけでは、その理由、根拠がしっかりしていないという

ことかと思います。 

 例えば、本編の１５ページでは、各取組の進捗状況や課題、今後の方向と１個ずつ書い

ておりますし、さらに１９ページでは、おのおのの指標があって、その評価も１個ずつ書

いています。２０ページでは、補足データの状況も書いております。そういったことを踏

まえて評価を書いているのですけれども、先ほど言われたように、こういう理由だから、

こういうことだからこれが必要ですというところの文章が見えないというご指摘かと思っ

ております。その辺は、今まではこう書いておりましたけれども、改善できるところは改

善するということと、中津川委員がおっしゃられたようにほかの評価と整合させるなり、

少しでも分かりやすく改善するよう見直したいと思っております。 

○中津川委員 よろしくお願いします。 

○藤井部会長 ほかにございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○藤井部会長 それでは、次のご説明に移っていただきたいと思いますけれども、引き続

き事務局からお願いします。 

○事務局（濱本主任） 気候変動対策課の濱本です。 

 私からは、本編の５０ページ、５１ページ、それから、参考資料としておつけしており

ます参考資料２、令和元年度における北海道地球温暖化対策推進計画に基づく措置及び施

策の実施状況の答申文の内容についてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、参考資料２をご覧いただきたいのですけれども、こちらは、昨年度の部会で皆様

からいただいたご意見を答申文という形でまとめていただいたものです。裏面が別紙とな

っておりまして、今後、道が取り組んでいくべき事項についてまとめて、ご答申をいただ

いたものです。 

 こちらは、前回、答申をいただいた内容について、道がどのような対応をしているかと

いう点でご説明をさせていただきたいと思うのですけれども、報告書本編の５０ページを

見ながらご説明をさせていただきたいと思います。 

 ５０ページですが、表になっておりまして、左側が答申内容の概要で、先ほどお示しし



 - 18 - 

ました参考資料２の内容を左側の欄に記載しております。右側は道の対応状況というとこ

ろをまとめております。 

 まず、一番上の前文ですが、これは、昨年度、皆様から答申をいただく前に、今回のこ

のように点検、評価の議論をしていただいたのですけれども、その際に、脱炭素の潮流が

あるということと、コロナ禍ということもございましたので、そういった新しい時代の新

しいキーワードを入れ込んで、その中で温暖化対策を進めていくことが必要というご意見

をたくさん頂戴いたしましたので、昨年度の答申文から、項目だけではなくて、思いなど

も入れていただいた文の形で整理をさせていただいております。 

 一番上の丸の一つ目になりますが、温暖化の影響が顕在しておりまして、幅広い分野で

影響が懸念されている中、脱炭素は、世界的な潮流であって、北海道においても、２０５

０年までの温室効果ガス排出量の実質ゼロに向けて、より一層、取組を強化するとともに、

ウィズコロナ・ポストコロナ時代における生活様式の変容といった社会の変化や、新たな

ニーズを踏まえながら、脱炭素型のライフスタイル・ビジネススタイルへの転換を推進す

る必要があるというふうにご答申をいただいております。 

 これに対して、道の対応状況を右に記載してございますが、皆様にご議論いただきまし

て、今年の３月に地球温暖化対策推進計画を改定し、その中で目指す姿に２０５０年まで

のゼロカーボン北海道の実現を掲げておりまして、脱炭素型ライフスタイルのビジネスス

タイルへの転換など、取組を進めることとしてございます。 

 また、これから次の部会などでも見直しをしていくことになるのですけれども、国の新

たな温対計画などを踏まえながら、道の削減目標を含めた計画の見直しを検討しておりま

すので、上積みが可能な分野とその目標値や達成に向けた方策などの検討を今後進めてい

きたいと考えているところでございます。 

 二つ目の段ですけれども、温室効果ガス排出量の状況等というところになります。 

 一つ目の丸のところで、排出量自体はおおむね横ばいで推移をしておりますが、削減目

標の達成は依然として厳しい状況にあると考えられる。さらに、道に続いて、国が２０５

０年までの実質ゼロを表明したことを新たに踏まえて、目標に向けて、より一層、取組を

推進していく必要があるというご意見をいただいております。 

 これに対しましては、本年３月に策定しました推進計画における削減目標の達成に向け

まして、関係機関と連携しながら取組を進めてまいりたいと考えております。 

 また、国の新たな温対計画を踏まえて道の見直しを検討しているところですが、こちら

についても、目標値の達成に向けた方策などの検討を進めております。 

 続きまして、二つ目の項目になりますが、削減シナリオの進捗状況については、業務部

門のように順調に取組が進んでいた項目もございますけれども、全体としては計画どおり

に進んでいないというご指摘をいただいております。その中で、特にフロン類の排出量が、

近年、増加傾向にありましたので、適正管理に係る取組を推進する必要があるというご意

見をいただいております。 
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 それに対して、道としましては、計画に基づく施策の点検、評価の結果等を関係部局で

共有いたしまして、より効果的に事業を推進してまいりたいと考えております。 

 加えて、フロン類の関係につきましては、関係団体などにも入っていただいております

北海道フロン類適正管理推進会議を活用した普及啓発や、法に基づく立入検査などにより

まして、引き続き適正管理の推進に取り組んでまいる所存でございます。 

 最後に、施策の実施状況等の項目になります。 

 一つ目の丸になりますが、推進計画に基づいて様々な施策に取り組んでいるという評価

をいただいております。 

 また、環境審議会でいただいた評価に対しても、適宜、道の施策に反映されるよう検討

し、実施されている。ただ、削減目標の達成は厳しい状況にあるが、新しく項目として追

加しているものとして、脱炭素の潮流を加速するより効果的な施策の実施を検討する必要

があるというお言葉をいただいております。 

 これに対しまして、これまでの評価結果や目標の達成状況などにつきましては、環境審

議会のご意見をいただきながら、新たな目標の達成に向けた効果的な施策と併せまして、

長期的な視点に立った取組の方向性や推進方策を検討していくこととしております。 

 二つ目になりますが、道民やＮＰＯなどによる地球温暖化対策の取組について、きめ細

やかに把握するということ、また、最新の事例を全道へ効果的に情報発信することで脱炭

素型の行動変容につなげるということで、先ほど武野委員からもお話がございましたが、

こういった取組がより一層促進されるよう推進していく必要があるというご意見をいただ

いておりました。 

 こちらにつきましては、環境財団などもございますので、そういったところと連携をし

て、道内各地域で行われている温暖化対策の取組の情報収集を引き続き行いまして、ホー

ムページや様々な会議の場などで活用した情報発信など、取組の支援を進めてまいりたい

と考えております。 

 続きまして、裏面の５１ページをご覧ください。 

 こちらは、今後の施策等についてということで、道の施策について答申をいただいてい

るものですが、全部で６項目ございます。 

 まず、①ですが、脱炭素社会の実現に向けては、広く道民や事業者の理解を促進すると

ともに、多様な主体が連携、協働し、温暖化対策に取り組むような施策を検討することと

いうご意見をいただいております。 

 道では、２０５０年までに実質ゼロを目指すこととしておりますので、長期的な視点に

立った取組の推進方策などの検討を行ってまいりますとともに、新たに立ち上げておりま

すゼロカーボン北海道推進協議会という民間などにも入っていただいている協議会なども

活用しながら、幅広い関係者の皆様と連携、協働を一層進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 ②ですが、再生可能エネルギーを活用した自立・分散型エネルギーの導入を促進し、災
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害に強い地域づくりを進めていくことというご意見をいただいております。 

 こちらに対しましては、道内に豊富に賦存する地域資源を生かした再生可能エネルギー

について効果的、効率的に活用するとともに、災害時の自立型の電源にもなりますので、

エネルギーの地産地消の取組を推進してまいりたいと考えております。 

 ③につきましては、道民事業者の取組としまして、節電や省エネルギーについて、改め

て重要性を認識し、より一層の取組を促進することというご意見をいただいております。 

 こちらは、行動変容の一つであるナッジ理論を取り入れるなどしまして、脱炭素型ライ

フスタイル・ビジネススタイルの転換に資する取組を推進してまいりますとともに、エネ

ルギーの効率的利用に貢献した企業の表彰や、道有施設における率先した省エネの取組な

どを促進してまいりたいと考えております。 

 ④ですが、地域における地球温暖化対策の推進体制を確保するために必要な支援を行う

ことというご意見に対しましては、今年の１０月に、道内全１４振興局にゼロカーボン推

進室を設置してございます。そういったところや、国のタスクフォースなどとも連携しま

して、市町村への情報提供とか、地域課題、ポテンシャルに即した相談対応の充実、また、

地域の目標づくりや合意形成の場づくりの促進などを図ってまいりたいと考えております。

また、引き続き地球温暖化防止活動推進センターとも連携しながら、地域特性を生かした

取組が促進されるように支援を行ってまいりたいと考えております。 

 ⑤ですが、気候変動の影響への適応について、適応に係る情報収集や理解促進のための

施策を実施するとともに、適応センターの機能の確保に向けた取組を着実に進めるという

ご意見を頂戴しております。 

 こちらにつきましては、今年の４月に北海道気候変動適応センターを開設いたしました

ので、そちらを中心として、道立総合研究機構や国環研、また、北海道大学など、科学的

知見を有する関係機関と、より一層、連携を密にしながら、最新の知見を収集いたしまし

て、情報提供や相談対応に努めますとともに、気候変動対策推進本部を拡充、改組して新

たに立ち上げておりますので、そういった場を活用しながら、道の各施策分野への適応の

組み込みを進めて、庁内連携の強化を図りながら、計画的に取組を進めていくこととして

おります。 

 最後に、森林環境譲与税などを活用して、カーボンニュートラルに資する森林吸収源の

確保に向けた計画的な森林整備を推進することという吸収源の対策のご意見をいただいて

おります。 

 こちらにつきましては、譲与税の活用による市町村が主体となった森林整備を円滑に進

めるため、市町村の体制強化などを積極的に支援しながら、森林吸収源の確保に向けた計

画的な森林整備を推進するということで対応させていただきたいと考えております。 

 今年度につきましても、本日、皆様から様々なご意見をいただいておりましたので、そ

ういったところを道の報告書にも反映させながら、こういった答申文の内容を整理してい

ただきたいと考えております。 
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○藤井部会長 ご説明をありがとうございます。 

 それでは、委員からご質問等がありましたらお願いします。 

○中津川委員 検討という言葉が気になります。例えば、資料の５０ページに、前文があ

って、答申が出ていますね。答申については、取組を強化しなければならないとか推進す

る必要があるということに対して、検討を進めていますと返していますね。検討というの

は、検討はするけれども、やるかどうかは分からない、やっているかどうか分からないと

いうふうにも読み取れる表現です。 

 次の温室効果ガス排出量の状況もそうですね。答申では一層推進していく必要があると

あって、その対応状況のところは、検討を進めていますとなっています。検討ではなくて、

やはり推進していると書けないのでしょうかというのが気になったところです。 

 いかがでしょうか。 

○事務局（市川課長補佐） おっしゃるとおり、前文の対応状況については、より一層、

強化しなければならないといった答申に対しまして、３月に新しく計画をつくりましたの

で、それに基づいて取組をしっかり進めていくということと、現在ご審議いただいている

計画の改定で、さらに一層の取組の強化につなげていくという思いで文を書きました。た

だ、検討を進めているという書きぶりに違和感があるというご指摘がありましたので、こ

こは修正させていただければと思います。 

○中津川委員 よろしくお願いします。 

○藤井部会長 ほかにございますか。 

○小林（良）委員 私の申し上げることが性急なのかもしれませんけれども、例えば、今

後の施策等について、②の再生可能エネルギーを活用したものの導入を促進するとか、④

の地域における地球温暖化対策の推進体制を確保するため、市町村や民間団体などに対し

て必要な支援を行うこととあります。これは、民間団体というのがどの範囲なのか、例え

ば、ＮＰＯなのか、事業者なのかということがよく分からなかったです。再生可能エネル

ギーを活用していくということは非常に重要だと思いますし、各事業者がそれを活用でき

るような設備投資をこれからどんどん進めていかないと、目標は非常に高いので、達成は

難しいという状況だと思います。 

 今後の具体的な施策ですけれども、そういうところに対するいろいろな助成とか補助と

か、そういう設備を導入したときの税制優遇等の支援とか、こういった具体的なものを示

していく必要があるのではないかと感じています。例えば、北海道の範疇だけということ

であれば、そういったことを国に対しても要請していくというようなことが必要ではない

かと思います。 

 施策の内容についてより踏み込むというか、具体的なものを出していったほうがいいの

ではないかと感じております。 

○事務局（市川課長補佐） 対応状況の書きぶりについてのご指摘と理解をさせていただ

きましたので、もう少し具体的に書けるものを追記する形で対応状況をお示しさせていた
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だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○小林（良）委員 ぜひお願いします。 

○藤井部会長 ほかはよろしいですか。 

 先ほどのご説明のとおり、環境審議会から道へ答申を行うというスタンスでありまして、

作成に当たりましては、昨年度は、皆様方からのご意見を踏まえ、私と事務局で答申案を

作成し、皆さんに回付し、確認いただいた後に決定しております。本年も、同様のプロセ

スで、本日いただいたご意見を踏まえて、私と事務局で答申案を作成したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○武野委員 先ほど、道民の行動変容という言葉を使わせていただいたのですが、もしそ

れが採用されるのであれば、その中に、若い世代の知恵を活用していくとか、若い世代と

連携してとか、そこを強調するような指摘を加えていただきたいと思います。 

○藤井部会長 どれくらい若い世代ですか。 

○武野委員 小・中・高・大学生です。先ほどの環境教育は小・中・高が対象でしょうけ

れども、一方で、大学生は既にいろいろな形で活動をされています。そういった方たちと

連携したり、活動そのものを後押しするということです。直接事業をするよりも、彼らの

自主的な活動を支援することがより効果的だと思います。その辺をご検討いただければあ

りがたいです。 

○藤井部会長 今、ご意見をいただいたように、答申というのは審議会から道にするもの

ですから、ほかにもご意見、ご提案等ございましたら承りたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○藤井部会長 ほかに、全体を通して何かありますか。 

○中村委員 先ほどまでの議論については、皆さんがおっしゃっていたように、やはり、

書きぶりが物すごく抽象的で、これではチェックが利かないから、本当に実現できるのだ

ろうかという疑念を持ちました。その辺は、ほかの委員の方々と一緒です。 

 それ以外のことでは、この部会は、あと２回しかないのですね。 

○藤井部会長 そうです。 

○中村委員 僕は、２回目で再生エネルギーを導入する場合の配慮事項的なものの原案が

出てくると思っていたのですけれども、今回は出てこないのですね。 

 たしか、前回、私が確認したら、今回出すという話だったと記憶しているのですけれど

も、違いますか。 

○事務局（市川課長補佐） 前回ご説明をさせていただいたときには、計画に関する２回

目の議論は１２月の部会を予定しておりまして、そこでお示しさせていただきたいと考え

ていたところです。 

○中村委員 １２月に出て、あと何回あるのですか。 

○事務局（市川課長補佐） 予定では、１２月が第３回目の部会になりますので、１月に
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４回目をと考えております。 

○中村委員 正直、大丈夫かなと思います。親である環境審議会のメンバーもそれを気に

されていたので、１回出て、議論して、それで本当にまとまるのかが不安です。それは、

早めに道としての方針を出しておいたほうがいいのではないかと思っていました。 

○事務局（市川課長補佐） 計画に関する全体のスケジュールのお話になってしまうので

すが、今、国のほうで、ガイドライン的に、環境に対する配慮事項を１１月から１２月に

かけて考え方を示すということになっています。我々としては、国が示すものも確認した

上で審議会の皆様にご相談をさせていただきたいと考えておりましたので、スケジュール

としては、今回の部会ではなくて、１２月の部会でと考えているところです。 

○中村委員 その話は前にも聞いたので、理解はするのですけれども、あと２回で本当に

いいのかということです。北海道は、再生エネルギーの立地として、太陽光発電、風力、

地熱も含めて進む可能性が大だと思いますが、２回で取りまとめる自信がおありならば結

構です。でも、多分、１２月の案のときにいろいろな意見が出てくると思います。対処を

よろしくお願いいたします。 

○藤井部会長 まず、答申の件について、私から一言だけ申し上げます。 

 今まで議論したことは、審議会の要綱において指定事項となっているもので、部会の答

申をもって審議会の答申となります。次の審議会の開催は年明けを予定していて、その審

議会において、本日の答申内容を私から報告することになっています。 

 そして、その他の議題になりますが、中村委員からのご指摘も含めて、事務局から説明

をお願いできますか。 

○事務局（永井係長） 気候変動対策課の永井です。 

 今、中村委員からご指摘のありました件につきましては、市川からお答えしたとおり、

次回、１２月下旬に予定しております次回の第３回部会で、関連計画や国の検討状況等も

踏まえましてご議論いただきたいと考えているところですので、よろしくお願いいたしま

す。 

 私からは、参考資料３として付けさせていただいております北海道省エネ・新エネ促進

行動計画有識者検討会議の状況についてご報告いたします。 

 温対計画のエネルギー起源ＣＯ２の削減目標について、整合を図ることとしております

省エネ・新エネ促進行動計画の有識者会議が１０月２８日に開催されましたので、会議資

料の抜粋版を参考資料として添付してございます。 

 簡単に内容を説明しますと、１ページ目には、会議の論点についての記載がございます。 

 先般、閣議決定されました国の新たなエネルギー基本計画を踏まえた道の目標の取組の

見直しの必要についてご議論いただくこととされており、国の施策の強化を踏まえた省エ

ネの深掘りの余地や、再エネについては、道全体では、目標値が国の水準を上回っている

ものの、太陽光については、新たな施策により国全体として大幅な導入が見込まれている

ところであり、増加割合も国を下回っておりますことから、見直しの余地について検討を
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行っていくこととされているところでございます。 

 ２ページ目には、国の計画と道の計画の目標値の比較が掲載されております。 

 記載されている単位が異なりますため、単純な比較が難しいのですが、３ページ目に、

全国に占める道内の割合で案分を行い、国計画の目標水準と同等とした場合の試算につい

て記載されております。 

 エネルギー消費量の比較では産業部門以外の３部門が、活動量の比較においても業務部

門と運輸部門において省エネの深掘りについての検討の余地が見込まれるものとされてお

ります。 

 ４ページ目は、再エネの国計画と道の計画の目標値の比較であり、設備容量、電力量と

も、道の増加割合が国を上回る水準の目標としているところです。再エネの種別ごとの比

較では、太陽光が国の水準を下回っているとされております。 

 ５ページ目以降には、強化された国の施策と関連する道の施策が記載されております。 

 これらを踏まえ、道の施策の見直しの方向性について議論いただくこととされておりま

す。 

 ６ページ、７ページに再エネの電力、８ページ目に熱利用についての記載がございます。 

 私からの説明は以上です。 

○藤井部会長 私の進行のまずさで、駆け足でご説明させてしまうことになってしまいま

した。今の説明でどれくらいご理解いただけるか分かりませんが、ご質問などはありませ

んか。 

○小林（良）委員 先ほどの中村委員のご発言とも似た話なのですが、今日の部会の議論

というのは、これをやるのではないかとイメージしていたのです。国の基本計画があって、

行動計画があって、それに対して具体的にこれでいいのかどうか、もしくは、もっとこう

したらいいのではないかという議論を今日するのではないかということでいろいろ考えて

いたのです。そういうようなペースで進めていかないと、ちょっとまずいのではないかと

いう気がすごくしています。 

 皆さん、どうでしょうか。 

○藤井部会長 ここは、事前の打合せでもそういう話があったと思います。 

 事務局、どうですか。 

○事務局（市川課長補佐） 前回の部会で、基本的な方向というか、議論のスケジュール

的なものもご説明させていただいていたと思っていたのですが、私どもとしては、できる

だけ手戻りのない形で、国などが示す方向性などに沿った形で資料を作り、また、道の内

部的にも、エネルギーの計画であったり、吸収源の計画も並行した形で見直しをしており

ますので、その議論の状況なども的確に反映した資料を委員の皆様に見ていただけたらと

思っておりまして、今回のようなスケジュールを組んでいたところです。 

○藤井部会長 今日は、もう一つ報告があるのでしたね。では、時間の関係があるので、

先にそれを説明していただいて、その後に今の議論をしたいと思います。 
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○事務局（本田気候変動適応担当課長） １件、ご報告させていただきます。 

 諮問させていただいております条例の見直しにつきまして、現在の検討作業の動きを口

頭で説明させていただきます。 

 前回の部会におきまして、スケジュールの中で説明させていただきましたけれども、条

例の見直しに当たりましては、適宜、部会に報告させていただきながら、事業者アンケー

トや地域との意見交換、そういった幅広い議論を行って、道民や事業者の方々などの理解

と協力を得ながら制定していくこととしております。 

 その取組といたしまして、今後、１２月に若者との意見交換とアンケートを行います。

先ほど、武野委員からもご意見をいただきましたけれども、条例の計画のほうにも若者と

の意見交換とアンケートの結果を反映させていきたいと考えております。また、事業者向

けのアンケートも実施していくことで、現在、調整中であります。 

 １２月の第３回部会におきましては、中間報告となる場合もございますけれども、それ

らの実施結果につきまして報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○事務局（矢久保係長） 先に、次回の部会の日程を確認させていただきます。 

 現在、１２月下旬で調整させていただきまして、部会長が対面出席でき、過半数の出席

かつ対面出席が最も多い日は、１２月２７日月曜日、昼の１時半から３時半というのが一

番有力かと思っております。 

 もしご支障なければ、その日に次回の部会を開催したいと思っております。 

○藤井部会長 次回の部会については、またご連絡あると思います。 

 先ほどの議論について、皆さんが大変懸念されているということで、中津川委員、お願

いします。 

○中津川委員 私も、中村委員のご指摘と同じことを感じていまして、今日、そういう材

料が出てくると思っていました。 

 念押しのような話になって申し訳ないのですけれども、前年度、非常に苦労して、３５％

の削減案を喧々諤々やりながらまとめたので、それが４６％に上がって、その上積みの話

について、現実的な話としてちゃんと出てきたのかどうかというチェックをなされるとい

うのが非常に肝の部分になると思っていました。 

 それは、１２月２７日に案が出てくるということでよろしいですか。 

○事務局（阿部課長） 今申し上げましたように、１２月２７日に向けまして、中村委員

からご指摘がありました環境配慮の基準の道の案と、その時点で私どもでお示しできる数

値について、できる範囲でお示しできるよう、今、取り組んでいるところでございます。 

○藤井部会長 だから、少なくとも去年の二の舞は踏めないということです。それは、事

務局が一番苦労されたことですからね。 

○中津川委員 それで結構ですけれども、全く新しいものがまた出てくるということで、

前のものを結構苦労して取りまとめた経緯があるので、それに対してどれくらい出てきた
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かという示し方をしたほうが分かりやすいと思ったのです。 

○藤井部会長 私は板挟みの部会長ですが、事務局の立場を考えると、国からのデータが

出てこないと、それを道に当てはめることができないという事情があると思うのですけれ

ども、それはそうなのですね。ですから、それがいつ出てくるのかということを具体的に

示していただくと安心できると思うのですけれども、去年の作業と比べてどうですか。去

年の年末年始みたいな思いは絶対にしたくないですね。 

 １２月２７日というのは、当然、去年の反省を踏まえて設定されていると思うのですけ

れども、一方で、私も含めてですが、今日、複数出ましたご懸念は当然あるわけです。で

すから、そこがクリアにならないと、また同じ思いをしてしまうということです。事務局

だけではなくて、委員もそういう思いをしてしまうということです。それから、親会との

やり取りですね。 

 私も前に言いましたけれども、そこのところがどうなのかということです。事務局とし

て、これでいいということであればディフェンスしていただきたいと思いますけれども、

取りあえず、今のスケジュールを変えることはないということですね。それでちゃんとで

きるということですね。 

○事務局（阿部課長） 先ほど、参考資料３で、私どもの計画に密接に関係します省エネ・

新エネ促進行動計画の見直しの状況の資料についてご説明させていただきました。それに

つきましても、私どもと関連して、エネルギー起源ＣＯ２の関係が大分影響を受けるもので

すから、資料の１ページに示したとおり、１回目、２回目、３回目という形で、私どもで

スケジュールを合わせながら進めております。 

 省エネ・新エネ促進行動計画有識者検討会議の２回目につきましては、今のところ、１

２月下旬に向けて作業をしていますので、そちらのほうとも調整を図りながら、できるだ

けお示ししたいという気持ちでおります。 

○中津川委員 参考資料３を駆け足で説明いただいたのですけれども、昨年度に取りまと

めたものとどういう関係性があるのかが全然分からないのです。昨年度に取りまとめもの

に上乗せしてこういう考え方をしているのか、全く新しい考え方からこういうものが出て

きたのか、今までの議論がないがしろになっているような気がしてならないです。出し方

というところですけれども、分かりやすくしてほしいと思ったのです。 

○事務局（阿部課長） 省エネ・新エネ促進行動計画につきまして、先ほどは駆け足の説

明で申し訳なかったのですけれども、今、国の新たなエネルギー基本計画を踏まえて、道

としてどの程度できるかということで、私どもと同じスタンスで議論をしていると認識し

ております。この数値を使って、私どものエネルギー起源ＣＯ２の排出量の算出をする形に

なりますので、そちらのほうと調整しながら進めていく形になっています。 

○中津川委員 分かりました。よろしくお願いします。 

○武野委員 私は行動計画検討の検討会議にも入っていて、次回は１２月２日です。その

会議には数値を含めた素案が出てきて、３回目が年明けだったと思います。ですから、資
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料が１２月２日に出るのであれば、それを温対部会にも早めに開示し、見解も含めて示し

ていただけると、事前に認識を深めることができるのではないかと思うのです。 

○藤井部会長 何も差し支えがないと思うのですけれども、どうですか。 

○事務局（阿部課長） 経済部でやっているものですので、この場で絶対に大丈夫ですと

私の口からは言えない状況ですけれども、そうできるように、経済部とも調整をしたいと

思っています。 

○藤井部会長 答申については、ご意見がありましたらメールなどでもお寄せいただけれ

ばと思いますけれども、経済部とのやり取りは去年よりもはるかに改善されていると思い

ますし、親会との連携とタイムラインですね。私たち委員としては、別に年度末に出して

もらわなくてもいいようなものですけれども、はっきり言って、それは行政の都合で、そ

の中でやるということですから、何度も申し上げているように、去年の轍は踏まないよう

にお願いしたいと思います。 

 ほかに、全体について何かございますか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○藤井部会長 それでは、事務局にマイクをお返ししたいと思います。 

 

  ３．閉  会 

○事務局（阿部課長） 藤井部会長、ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、第２回地球温暖化対策部会を終了させていただきます。 

 皆様、本日はありがとうございました。 

                                  以  上   


